
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件
二
件

二
八
〇

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

二
八
一

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
八
一

公

告

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
二
件

二
八
二

福
島
県
病
院
局

○
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
件
を
廃
止

す
る
件

二
八
二

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
件

二
八
二

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

二
八
三

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含

む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉

用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

あ
り
す
薬
局

会
津
若
松
市

株
式
会
社
あ

東
京
都
渋
谷
区
代

平
成
二
六
年

居
宅
療
養

湯
川
町
一
―

さ
ひ
調
剤

々
木
二
―
一
―
五

四
月
一
日

管
理
指
導

五
四

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

株
式
会
社
広

双
葉
郡
広
野

株
式
会
社
広

福
島
県
双
葉
郡
広

同

年

同

野
薬
局

町
大
字
下
浅

野
薬
局

野
町
大
字
下
浅
見

五
月
二
三
日

見
川
字
柳
町

川
字
柳
町
五
九
―

五
九
―
二

二

介
護
老
人
保

二
本
松
市
住

医
療
法
人
辰

同

県
二
本
松
市

同

年

介
護
予
防

健
施
設
や
ま

吉
一
〇
〇

星
会

本
町
一
―
三
五

四
月
一
日

通
所
リ
ハ

び
こ
苑

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

訪
問
看
護
ス

会
津
若
松
市

公
益
社
団
法

同

県
会
津
若
松

同

年

訪
問
看
護

テ
ー
シ
ョ
ン

中
央
一
―
五

人
会
津
社
会

市
湯
川
町
一
―
四

五
月
一
日

介
護
予

ア
ー
ス

―
二
七

事
業
協
会

九

防
訪
問
看

護

ふ
く
し
ま
訪

福
島
市
方
木

福
島
在
宅
支

同

県
福
島
市
鳥

同

日

訪
問
介
護

問
介
護
ス
テ
ー

田
字
前
川
原

援
ス
テ
ー
シ
ョ

谷
野
字
中
ノ
内
三

介
護
予

シ
ョ
ン

一
一
―
一

ン
株
式
会
社

二
―
一

メ
ゾ
ン

防
訪
問
介

二
階

ば
ん
し
ょ
う
一
〇

護

四

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
南
沢

株
式
会
社
す

同

市
御

同

日

通
所
介
護

ス
す
み
れ

又
字
柳
清
水

み
れ

山
字
下
川
原
二
六

五
―
八

―
五

───────────────────────────────────────────────────────────
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ふ
れ
あ
い
デ

二
本
松
市
安

合
資
会
社
ふ

愛
知
県
一
宮
市
本

同

年

通
所
介
護

イ
サ
ー
ビ
ス

達
ケ
原
五
―

れ
あ
い

町
四
―
一
九
―
二

三
月
一
日

介
護
予

六
―
一

四

防
通
所
介

護

梁
川
病
院
訪

伊
達
市
梁
川

公
益
財
団
法

福
島
県
伊
達
市
保

同

年

訪
問
リ
ハ

問
リ
ハ
ビ
リ

町
字
東
土
橋

人
仁
泉
会

原
町
字
竹
内
町
五

五
月
一
日

ビ
リ
テ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン

八

八

シ
ョ
ン

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

し
な
の
き
ホ
ー

耶
麻
郡
西
会

有
限
会
社
な

同

県
会
津
若
松

同

特
定
施
設

ム
西
会
津

津
町
野
沢
字

ご
や
か

市
新
横
町
四
―
六

月
一
三
日

入
居
者
生

南
松
原
甲
一

活
介
護

〇
二
八
―
六

介
護
予
防

九

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含

む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護

喜
多
方
市
字
蒔
田
三
一
〇
六
―
四

平
成
二
六
年

老
人
保
健
施
設
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド

四
月
二
一
日

ケ
ア
東
町

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
者
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
者
の

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

名

称

変

更

前

変

更

後

小
規
模
多
機
能

福
島
市
笹
谷
字

フ
ジ
ケ
ア

福
島
県
郡
山
市
喜

福
島
県
郡
山
市
喜

型
居
宅
介
護
事

谷
地
前
二
三
―

サ
ー
ビ
ス

久
田
町
字
上
追
池

久
田
町
卸
一
―
一

業
所
き
ろ
う

五

株
式
会
社

四
八
―
一

一
七
―
一

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
白
河
石
川
線

石
川
郡
石
川
町
大
字
沢
井
字
清
水
窪
一

平
成
二
六
年
六
月
一
二

二
〇
番
一
地
先
か
ら

日

同

郡
同

町
大
字
沢
井
字
三
斗
蒔
一

二
〇
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

───────────────────────────────────────────────────────────
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公
告
第
百
七
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
百
七
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
若
松
市
か
ら
会
津
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調

査
課

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
病
院
局

福 島 県 病 院 局 告 示 第 ２ 号
１ 口 頭 に よ る 開 示 請 求 を 行 う こ と が で き る 個 人 情 報 を 定 め る 件 （ 平 成 25年 福 島 県 病 院
局 告 示 第 ３ 号 ） は 、 平 成 26年 ６ 月 15日 限 り 廃 止 す る 。

２ 平 成 26年 ６ 月 15日 ま で に 合 格 者 を 発 表 す る 試 験 に つ い て は 、 １ に よ り 廃 止 さ れ た 告
示 は 、 な お 効 力 を 有 す る 。
平 成 26年 ６ 月 10日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 告 示 第 ３ 号
福 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 ６ 年 福 島 県 条 例 第 71号 ） 第 17条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

口 頭 に よ り 開 示 請 求 を 行 う こ と が で き る 個 人 情 報 を 次 の と お り 定 め 、 平 成 26年 ６ 月 16日
以 降 に 合 格 者 を 発 表 す る 試 験 か ら 適 用 す る 。

平 成 26年 ６ 月 10日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 丹 羽 真 一

１ 口 頭 に よ り 開 示 請 求 を 行 う こ と が で き る 個 人 情 報 の 内 容
⑴ 試 験 の 名 称

福 島 県 病 院 局 職 員 採 用 選 考 予 備 試 験
⑵ 開 示 す る 項 目
一 教 養 試 験 及 び 口 述 試 験 の 得 点 及 び 適 否 並 び に 適 性 検 査 の 適 否
二 総 合 順 位 及 び 総 合 得 点

⑶ 口 頭 に よ り 開 示 請 求 を 行 う こ と が で き る 期 間
合 格 者 の 発 表 の 日 か ら １ か 月 間

⑷ 口 頭 に よ り 開 示 請 求 を 行 う こ と が で き る 場 所
福 島 県 病 院 局 病 院 経 営 課 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号

２ 開 示 の 方 法
閲 覧

（ 病 院 経 営 課 ）
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ

の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
二
、
二
四
六

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

三
〇
一
、
五
三
五

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
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一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
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